[bookmark: _GoBack]様式第8条（第9条関係）
大町町告示第　　　号

「大町町放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例」（平成15年12月26日条例第20号）第10条第3項の規定により、放置自動車で廃物として認定しようとする自動車を、下記のとおり告示します。
この自動車の所有者等に心当たりのある方は、申し出て下さい。
　　　　　　　年　　月　　日
大町町長　　　　　　　　　　　
記
1　廃物として認定しようとする放置自動車
	放置場所
	大町町大字　　　　　　　　番地
付近

	メーカー名
	
	車名
	

	種別等
	
	塗色
	

	自動車登録番号
	
	車体番号
	


2　申出先
・大町町役場　　　　　課　　　　　係
・電話
・申出の期限　　　　　　年　　月　　日
